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ニ
ュ
ー
ス

講
座
・
教
室

催
し・イ
ベ
ン
ト

募　
　
集

お　
　
礼

お
知
ら
せ

林
「
ニ
ッ
ポ
ン
高
度
紙
工
業
・
輪

の
森
」
51 

ha
の
森
林
整
備
を
行
う

予
定
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
ニ
ッ
ポ
ン
高
度
紙

工
業（
株
）か
ら
の
協
賛
金
に
よ
り
、

33 

ha
の
間
伐
を
行
い
ま
し
た
。
こ

の
協
定
の
更
新
に
よ
り
、
仁
淀
川

流
域
の
森
林
整
備
が
一
層
進
む
こ

と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

お知らせ

臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世

帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請

期
限
は
12
月
26
日（
金
）で
す

こ
れ
は

よ
く
確
認
じ
ゃ

　

臨
時
福
祉
給
付
金
及
び
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
申
請
を

受
付
中
で
す
！

　

消
費
税
の
引
上
げ
に
際
し
、

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
及
び
「
子

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」
が

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
町
で

は
申
請
の
受
付
を
し
て
い
ま
す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
に
は
、
７
月
上
旬
に
申
請
書

な
ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
。（
※
公

務
員
の
方
の
場
合
、
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
申
請
書
は
勤
務

先
か
ら
申
請
に
必
要
な
書
類
が
配

付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
町
か
ら
申

請
書
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

　

申
請
期
限
は
、
12
月
26
日（
金
）

ま
で
で
す
。
支
給
対
象
者
と
な
る

可
能
性
の
あ
る
方
で
ま
だ
申
請
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
申
請
書
に
必

要
書
類
を
必
ず
添
え
て
、
申
請
期

限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
を
提
出
し
て
い
る
方
で
、

申
請
書
に
不
備
が
あ
る
場
合
や
平

成
26
年
度
町
県
民
税
未
申
告
の
場

合
に
は
、
文
書
で
不
備
の
お
知
ら

せ
を
し
て
い
ま
す
。
不
備
の
ま
ま

や
未
申
告
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

審
査
が
で
き
ず
支
給
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
不
備
の
お
知
ら
せ
が
届
き

ま
し
た
ら
、
内
容
を
必
ず
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
申
請
期
限
ま
で
に
、
不

備
を
解
消
せ
ず
、
申
告
も
行
わ
な

い
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
申
請
が

取
り
下
げ
ら
れ
た
と
み
な
す
こ
と

と
な
り
ま
す
の
で
、
早
急
に
不
備

の
解
消
や
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
方
で
、
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
場
合
や
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
左
記
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）
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本
川
総
合
支
所
住
民
福
祉
課

８
６
９

－

２
１
１
２

申
請
期
限
は

12
月
26
日（
金
）ま
で

で
す
よ
～
！

お知らせ

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
登
載
申
請
を
お
忘
れ
な
く

　

農
業
委
員
会
な
ど
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
き
、
平
成
27
年
１
月
１

日
を
基
準
日
と
す
る
農
業
委
員
会

委
員
選
挙
人
名
簿
の
調
整
を
行
い

ま
す
の
で
、
有
資
格
者
は
次
に
よ

り
、
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
の

で
、
前
年
度
に
提
出
さ
れ
て
い
る

方
も
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
用
紙
の
配
布

　

広
報
12
月
号
と
と
も
に
各
区
長

又
は
文
書
担
当
の
方
宛
て
に
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
該
当
す

る
方
は
配
布
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
有
資
格
者

　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す

方①
平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
で
、

い
の
町
に
住
所
を
有
す
る
方

②
平
成
27
年
３
月
31
日
時
点
で
、

満
20
歳
以
上
の
方

③
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き

耕
作
の
業
務
を
営
む
方
及
び
そ

の
方
の
同
居
の
親
族
又
は
そ
の

配
偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね
60

日
以
上
耕
作
に
従
事
し
て
い
る

と
農
業
委
員
会
が
認
め
た
方

▼
提
出
期
限　

　

１
月
10
日（
土
）

※
法
令
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
農

業
委
員
会
が
申
請
書
を
受
理
す
る

期
限
で
す
。
必
ず
厳
守
し
て
く
だ

さ
い
。

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　

い
の
町
農
業
委
員
会

　

（
産
業
経
済
課
内
）　
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吾
北
分
室

　

（
吾
北
総
合
支
所
産
業
課
内
）

８
６
７

－

２
３
１
３

　

本
川
分
室

　

（
本
川
総
合
支
所
産
業
建
設
課
内
）

８
６
９

－

２
１
１
５

お知らせ

国
民
健
康
保
険

一
部
負
担
金
減
免
に
つ
い
て

　

災
害
や
失
業
な
ど
の
特
別
な
事

情
で
、
世
帯
の
生
活
が
一
時
的
に

著
し
く
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
一
部
負
担
金
（
医
療
費

の
自
己
負
担
分
）
の
支
払
い
の
減

免
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

町
民
課

８
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３

－

１
１
１
７


